
建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、今般、
足場等からの墜落防止等の対策の強化を図るため、労働安全衛生規則の一部が改正され平成
21 年 6 月 1 日から施行されました。主な改正点は次のとおりです。

Ⅰ 足場からの墜落防止措置等の充実 
★墜落防止措置

※わく組足場の場合

　　交さ筋かい下部のすき間からの墜落を防止するため、「交さ筋かい」に加え「高さ 15 センチ

　　　メートル以上 40 センチメートル以下の位置への下さん」か「高さ 15 センチメートル以上の幅

　　　木の設置」（下さん等）、あるいは「手すりわく」

※わく組足場以外の足場の場合（一側足場を除く）

　　手すりの下部からの墜落を防止するため、「高さ 85 センチメートル以上の手すり等」に加え

　　　「中さん等」

★物体の落下防止措置

　　物体の落下防止措置として「高さ 10 センチメートル以上の幅木」、「メッシュシート」又は「防

　　　網」（同等の措置を含む。）の設置

Ⅱ 足場の安全点検等の充実
★ 足場の点検について次の措置が新たに必要です。

１その日の作業開始前の「手すり等の取りはずしや脱落の有無の点検」の実施

２悪天候や足場の組み立て・一部解体若しくは変更の後の同様の点検の実施

　　２の点検を行ったときは、点検結果等を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了する

　　　までの間、保存することとされました。

※　架設通路、作業構台についても、「高さ 85 センチメートル以上の手すり等」に加え「中さん等」

　　の設置の措置が必要となりました。

　また、足場と同様、作業開始前、悪天候等の後の点検が義務付けられ、悪天候等の後の点検に

　　ついては結果の記録と保存が必要です。

＊「中さん等」とは、「高さ 35 センチメートル以上 50 センチメートル以下のさん」又は「これと同等以

　上の機能を有する設備」のことであり、後者には高さ 35 センチメートル以上の防音パネル、ネットフレ

　ーム、金網及び X 字型の 2 本の斜材（労働者の墜落防止に有効なものに限る）があります。

　「下さん等」とは、「高さ 15 センチメートル以上 40 センチメートル以下のさん」「高さ 15 センチメー

トル以上の幅木」「これらと同等以上の機能を有する設備」のことであり、同等以上の機能を有する設備

には、高さ 15 センチメート以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。

　「手すりわく」とは、高さ 85 センチメートル以上の手すり及び高さ 35 センチメートル以上 50 センチ

メートル以下のさん又はこれと同等の機能を一体化させたものであって、わく状の丈夫な側面防護部材の

ことです。

労働安全衛生規則（足場等関係）が改正されました

平成 2�年 7月 3�日（�）



改正　石綿障害予防規則の概要

平成 17 年 7 月に石綿障害予防規則が制定され、その後も改正が行われてきましたが、今般、
建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の充実のため、石綿障害予防規則の一部
が改正され、平成 21 年 4 月 1 日より施行されています。

　主な改正点は以下のとおりです。

（１）事前調査結果の掲示 

建築物の解体等の作業を行う際、実施しなければならない石綿等の使用の有無に関する事前調

査の結果等を、労働者が見やすい箇所に掲示することが必要となりました。

（２）石綿等の切断等の作業を伴う保温材、耐火被覆材等の除去の作業に係る措置

石綿等の切断等の作業を伴う保温材、耐火被覆材等の除去の作業についても、吹付け石綿の除

去の作業と同様に隔離の措置を行うことが必要となりました。

（３）負圧除じん措置（集じん・排気装置)の設置等

吹付け石綿の除去等の作業を行うに当たっては、隔離の措置のほか、作業場所の排気に集じ

ん・排気装置を使用すること、作業場所を負圧に保つこと、作業場所の出入口に前室を設置す

ることが必要となりました。

（４）電動ファン付きの呼吸用保護具等の使用の義務付け

隔離の措置を講じた作業場所における、吹き付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事さ

せる場合、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素

呼吸器若しくは送気マスクを使用させることが必要になりました。

（５）隔離の措置の解除に当たり講ずべき措置

隔離の措置を行ったときは、石綿等の粉じんの飛散を抑制するため、隔離した作業場所内の石

綿等の粉じんの処理等を行った後でなければ、隔離を解くことを禁じることにしました。

※ 詳しくは、日立労働基準監督署（0294-22-5187）までお問い合わせください。

（7）平成 2�年 7月 3�日




